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１．中部広域市町村圏事務組合 認可外保育指導監査係について 

 

 

１－１．中部広域市町村圏事務組合について 

    中部広域市町村圏事務組合（以下、「中部広域」という。）とは、沖縄市、うる 

ま市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村で構成 

する一部組合である。 

    中部広域は、構成する市町村が行う事務の一部を共同して処理する。 

   ※共同処理するメリットとしては、専門性の確保や体制の強化などがあげられる。 

なお、他に広域で取り組むことでメリットの大きい事業なども共同処理してい 

る。 

   ≪組織体制≫ 

    理 事 長：桑 江 朝千夫（沖縄市長） 

    事 務 局 長：座喜味   保 

    事務局次長：新 崎 盛 幸 

    総 務 課 長：新 崎 盛 幸 

    広域連携課長：仲宗根   亨 

 

 

１－２．認可外保育指導監査係について 

    中部広域内の広域連携課内に、今年度より新たに設置された係となる。 

   特定子ども・子育て支援施設等の指導監査を実施する係であり、今年度は、関係 

市町村からの派遣職員が２名（宜野湾市・北中城村）、会計年度任用職員（監査 

員）１名、会計年度任用職員（一般事務）１名によって構成されている。 

≪組織体制≫ 

 広域連携課長：仲宗根 亨 

    係 長：棚原 直哉 

    主 査：大城 盛太 

    監査員：金城 鈴七 

    庶 務：調 整 中 

 

 

資料１ 
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２．特定子ども・子育て支援施設等指導監査に係る共同処理について 

 

２－１．特定子ども・子育て支援施設への指導監査を実施する根拠として 

    ≪子ども・子育て支援法の第 58条の２の一部抜粋≫ 

第 30条の 11第１項の確認(施設等利用費の支給に係る施設又は事業としての確 

認)は、施設の設置者又は事業者の申請により市町村長が行う。 

 ≪子ども・子育て支援法の第 30条の３に基づき準用される第 14条の一部抜粋≫ 

市町村は、必要があると認めるときは、施設・事業者へ対し、報告若しくは文書その 

他物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員から関係者へ質問をさせることが 

でき、施設若しくは事業所に立入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査 

させることができる。 

 ≪子ども・子育て支援法の第 58条の８の一部抜粋≫ 

 市町村長は、必要があると認めるときは、特定子ども・子育て支援提供者や施設等 

に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、関係者の出 

頭を求め、又は、当該市町村の職員に関係者に対して質問をさせ、若しくは施設や運 

営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ 

せることができる。 

  ※上記に基づき、本指導監査は、市町村から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受 

けたすべての施設が対象となる。 

 

２－２．共同処理に至った経緯 

   〇令和２年度８月に、当共同処理に関する提案あり。 

〇令和２年度 10 月より、事前検討会を設置し、当共同処理についての検討を開始。 

 ⇒令和２年度は計２回の事前検討会を開催。令和３年度も継続して事前検討会を 

  実施していくことを決定。 

〇令和３年度に、計６回の事前検討会を開催。実地シミュレーション等を行った。 

 ⇒令和４年度から専門部会を立上げ具体的な実施法等を検討していくことを決定。 

   〇令和４年度より、広域事務専門部会を立上げ、計５回の部会を開催。 

実施方法や組織体制について協議を行った。 

⇒令和５年度より、『認可外保育指導監査係』を立上げ、関係８市町村（読谷村除 

く）で共同処理を行うことを決定。 

   〇令和５年度、認可外保育指導監査係 設置。 

  ※各市町村で、当指導監査を実施するには、専門性を確保する必要があったが、行政 

職員は、定期的な人事異動が伴うため、専門性の確保と継続に課題があった。 

  ※各市町村で、当指導監査を実施した場合、指導内容等にばらつきが生じ、市町村間の 

   幼児教育・保育の質にもばらつきを生じるという課題があった。 

資料２ 
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２－３．指導監査対象施設・事業所 

  ① 認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く） 

  ② 新制度未移行幼稚園 

  ③ 特別支援学校（幼稚園部のみ） 

  ④ 認定こども園で実施する預かり保育事業 

  ⑤ 幼稚園又は特別支援学校で実施する預かり保育事業 ※公立も含む 

  ⑥ 一時預かり事業（一般型） ※企業主導型保育事業が実施するものも含む 

  ⑦ 病児保育事業  ※企業主導型保育事業が実施するものも含む 

  ⑧ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
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３．令和５年度特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に係る研修 

 

３－１．指導監査について 

 実  施  内  容 法 令 の 根 拠 

指 導 

特定子ども・子育て支援施設等に対し、運営基

準第 53 条～第 61 条の規定の内容について集団

指導・実地指導により周知徹底し、施設等利用

費の支給における過誤・不正の防止を図る。 

法第 30条の３において準用

する法第 14条第１項 

監 査 

運営基準への違反等の情報があった場合や、実

地指導の結果により、特に必要と認められる場

合に監査を実施する。 

法第 58条の８の第１項 

※法…子ども・子育て支援法 

※運営基準…特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支 

援施設等の運営に関する基準 

① 指導は、以下の２つを実施。 

  ⅰ）集団指導：必要に応じて、設置者や施設長等を一定の場所に集め、講習等の方法に 

て行う。実施頻度については、年１回以上とする。 

  ⅱ）実地指導：対象となる施設・事業所において、設置者や施設長等と面談し、関係書 

類等を確認する。すべての特定子ども・子育て支援施設等を対象に、原 

則として３年に１回実施するが、必要に応じ、頻度を増やす場合もある。 

  ⅲ）書面指導：必要な書類の提出を受け、それに基づいて運営基準及び内閣府告示等の 

遵守に関して確認する方法にて行う。実地指導の代替、又はそれらに追 

加するものとして必要に応じて実施する。 

② 実地指導等により、必要と認められて実地監査を実施した際に、不正や重大な違反行為 

  等が認められた場合には、市町村によって『勧告』が行われることもある。 

 

 

３－２．実地指導・実地監査の流れについて 

  〇実地指導の流れ（一例） 

   【実地指導の１～２か月前】対象施設等へ実施通知を送付。 

   【実地指導の概ね 10日前】調書内容を予め確認し、必要資料の準備に取り掛かる。 

   【実地指導当日】実地指導を調書に基づき実施。 

   【実地指導の概ね翌月末】実地指導の結果通知を送付。 

   【実地指導結果通知から 45日以内】改善報告書を提出（文書指導がある場合）。 

   【改善報告確認後】沖縄県、関係市町村へ、実地指導結果、改善報告内容を共有。 

資料３ 
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  〇実地監査の流れ（一例） 

   【実地監査前】対象施設等へ実施通知を送付。 ※事前通告なしの場合有 

   【実地監査当日】実地監査を実施（聞き取り及び書類等の確認）。 

   【実地監査終了後】実地監査の結果通知を送付。 

   【実地監査結果通知から 45日以内】改善報告書を提出（改善を要する事項がある場 

合）。 

   【改善報告確認後】沖縄県、関係市町村へ、実地監査結果、改善報告内容を共有。 

  〇指導監査の当日の流れ 

   施設・事業所到着【指導監査員の挨拶・自己紹介を行う（５分程度）】 

 

   書類の確認及び聞き取り【調書に基づき、書類確認と聞き取りを行う（２時間程度）】 

                     

   講評及び質疑【確認できた内容について講評を行う】 

   ※正式な指摘等については、内容精査の上、後日書面により通知。 

 

 

３－３．子ども・子育て支援法に基づく特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法第 58条の２…市町村長が支給に係る施設・事業を確認する。 

※法第 30条の３…法第 12条から第 18条までの規定を子育てのための施設等利用給付につ 

いても準用する。 

※法第 14条…市町村は支給に関して必要があるときは、報告及び立入調査等の権限。 

※法第 58条の８…市町村長は、法の施行に必要な限度で、施設または事業者に対し報告及 

         び立入調査等の権限。 

 

 

特定子ども・子育て支援施設等 

中部広域市町 
村圏事務組合 

市町村 

指導監査 
(資料準備依頼・ 
実地指導等) 

資料準備 
改善報告 

指導監査の権限移譲 
共同処理 

指導監査報告 

確認通知 確認申請 
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３－４．運営基準に係る指導項目について 

（１）教育・保育その他の特定子ども・子育て支援の提供の記録（運営基準第 54 条関係） 

   特定子ども・子育て支援の提供日、提供日ごとの時間帯、当該特定子ども・子育て支 

援の具体的な内容その他必要な事項の記録がされているかを確認する。 

〔確認する資料(例)〕保育の記録、業務日誌、登降園記録等 

（２）利用料及び特定費用の額の受領（運営基準第 55条関係） 

   認定保護者からの利用料の支払い状況、支払額を適切に管理しているか、特定費用は 

適切なものであり、金銭の使途等を書面により明確にし、保護者に説明を行い、同意 

を得ているかを確認する。 

※特定費用：子ども・子育て支援法施行規則第 28条の 16 各号に規定する費用 

〔確認する資料(例)〕利用申込書、利用契約書、重要事項説明書、入園のしおり等 

（３）領収証及び提供証明書の交付（運営基準第 56条関係） 

   支払いを受けた場合の領収書を交付しているか、特定子ども・子育て支援提供証明書 

を交付しているかを確認する。 

〔確認する資料(例)〕利用料と特定費用の金額がわかる書類、領収証控え、提供証明 

書控え等 

（４）法定代理受領の場合の読替え（運営基準第 57条関係） 

※法定代理受領を実施している施設のみ対象 

   法定代理受領により、市町村から施設等利用費を受ける場合、当該市町村及び当該認

定保護者に施設等利用費の金額を通知したことがわかる書類 

   〔確認する資料(例)〕市町村及び認定保護者への支援提供証明書・通知控え等 

（５）認定保護者に関する市町村への通知（運営基準第 58条関係） 

   認定保護者が不正行為等で施設等利用費の支給を受けた、又は受けようとしたとき、 

その事実を知り得た際に、市町村へ通知しているかを確認する。 

   〔確認する資料(例)〕市町村への通知控え等 

（６）子どもを平等に取り扱う原則（運営基準第 59条関係） 

   子どもの国籍、社会的身分等、又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負 

担するか否かによって、差別的な取扱いをしていないかを確認する。 

〔確認する資料(例)〕該当するマニュアル（運営規程等）、入園のしおり等 

（７）秘密保持等（運営基準第 60条関係） 

   職員（退職した職員も含む）が秘密を漏らさないための措置をとっているか、進級等 

の際に、子どもに関する個人情報の提供に係る同意書を保護者から得ているかを確 

認する。 

〔確認する資料(例)〕就業規則、個人情報に関する誓約書、保護者の同意書等 

（８）記録の整備（運営基準第 61条関係） 

   「特定子ども・子育て支援提供の記録」や「保護者に関する市町村への通知に係る記 
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録」を５年間保存しているか、また、職員や設備、会計に関する諸記録を整備してい 

るかを確認する。 

〔確認する資料(例)〕提供の記録、関係市町村への通知に関する記録、労働条件通知

書、労働者名簿、賃金台帳、資格証写し、出勤簿、給与規程、

社会保険への加入を証する書類、職員定期健康診断の記録、決

算書、付属明細書、確定申告書類、届出関係書類、消防計画、

安全管理マニュアル、安全対策実施計画表、避難訓練実施記録

簿等 

 

 

３－５．監査形態について 

  特定子ども・子育て支援施設等において、次の項目に該当する場合には、事案の緊急性 

及び重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を実施する。 

  ア 特定子ども・子育て支援施設等について、著しい運営基準への違反が確認されたと 

き。 

  イ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われるとき。 

  ウ 特定子ども・子育て支援施設等及び認定保護者の施設等利用費の請求に著しい不 

正が疑われるとき。 

  エ ウに掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第 58条の９の第１項 

第１号から第３号、又は第 58条の 10第１項各号(第２号は除く。)のいずれかに 

該当することが疑われるとき。 

 

 

３－６．関係法令等について 

〇確認作業に係る根拠として 

  〔子ども・子育て支援法 第 58 条の２〕 

   第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども･子育て支援施設 

等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 

〔子ども・子育て支援法 第 30 条の 11 第１項〕 

 市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市 

町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども･子育て支援施設 

等（以下「特定子ども･子育て支援施設等」という。）から当該確認に係る教育･保育その他 

の子ども･子育て支援（次の各号に掲げる子ども･子育て支援施設等の区分に応じ、当該各 

号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。 

以下「特定子ども･子育て支援」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところによ 

り、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子 
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ども･子育て支援に要した費用（食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用 

のうち内閣府令で定める費用を除く。）について、施設等利用費を支給する。 

〇指導に係る根拠として 

  〔子ども・子育て支援法 第 30 条の３〕 

   第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。 

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  〔子ども・子育て支援法 第 14 条〕 

   市町村は、子どものための教育･保育給付〔→施設等利用費〕に関して必要があると認める 

ときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育･保育給付〔→施 

設等利用費〕に係る教育･保育〔→特定子ども・子育て支援〕を行う者若しくはこれを使用 

する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し 

くは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育･保育〔→特 

定子ども・子育て支援〕を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書 

類その他の物件を検査させることができる。 

〇監査に係る根拠として 

  〔子ども・子育て支援法 第 58 条の８〕 

   市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子 

ども･子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども･子育て支援提供者若しくは特定子ど 

も･子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども･子育て支援を提供する施設若しくは 

事業所の職員であった者（以下この項において「特定子ども･子育て支援提供者であった者 

等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特 

定子ども･子育て支援提供者若しくは特定子ども･子育て支援を提供する施設若しくは事業 

所の職員若しくは特定子ども･子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当 

該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども･子育て支援を提供する 

施設若しくは事業所、特定子ども･子育て支援提供者の事務所その他特定子ども･子育て支 

援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を 

検査させることができる。 

  〔子ども・子育て支援法 第 58 条の９第１項〕 

市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認め 

るときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定め 

る措置をとるべきことを勧告することができる。 

一 第七条第十項各号（第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において 

同じ。）に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従っ 

て施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等 

の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 

二 第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に 
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関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・ 

子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 

三 第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は 

事業として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 

  〔子ども・子育て支援法 第 58条の 10第１項各号(第２号は除く)〕 

    市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支 

援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全 

部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認めら 

れるとき。 

二 （省略） 

三 特定子ども・子育て支援提供者（第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同項 

第五号、第七号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。）が、それぞれ同項第四 

号、第五号、第七号又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係 

る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなく 

なったとき。 

四 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子 

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は 

事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと 

き。 

五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは 

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告を 

したとき。 

六 特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは 

事業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同 

項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による 

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為をした場合にお 

いて、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意及び監 

督を尽くしたときを除く。 

七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を 

受けたとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国民 

の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 

若しくは処分に違反したとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他の 

子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
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十 特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくは 

その長又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に 

教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある 

とき。 

十一 特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年 

以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

であるとき。 

 〇指導内容に係る根拠として 

  〔特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営 

に関する基準 第 53 条～第 61 条〕 

   第五十三条 法第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等 

（法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。） 

の運営に関する基準は、この章に定めるところによる。 

   第五十四条 特定子ども・子育て支援提供者（法第三十条の十一第三項に規定する特定子 

ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。）は、特定子ども・子育て支援（同 

条第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。）を提供した際 

は、提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他 

必要な事項を記録しなければならない。 

第五十五条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したと 

きは、施設等利用給付認定保護者（法第三十条の五第三項に規定する施設等利 

用給付認定保護者をいう。以下同じ。）から、その者との間に締結した契約に 

より定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価（子ども・子育て支援法 

施行規則第二十八条の十六に規定する費用（以下「特定費用」という。）に係 

るものを除く。以下「利用料」という。）の額の支払を受けるものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける額のほ 

か、特定費用の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受けることができ 

る。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、あらかじめ、当該 

支払を求める金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにすると 

ともに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければな 

らない。 

第五十六条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の支払を受ける 

際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなけれ 

ばならない。この場合において、当該領収証は、利用料の額と特定費用の額と 

を区分して記載しなければならない。ただし、前条第二項に規定する費用の支 

払のみを受ける場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該支払をした 
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施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を 

提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他 

施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明 

書を交付しなければならない。 

第五十七条 特定子ども・子育て支援提供者が法第三十条の十一第三項の規定により市 

町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合にお 

ける前二条の規定の適用については、第五十五条第一項中「額」とあるのは 

「額から法第三十条の十一第三項の規定により市町村から支払を受けた施設等 

利用費の額を控除して得た額」と、前条第一項中「利用料の額」とあるのは 

「利用料の額から法第三十条の十一第三項の規定により市町村から支払を受け 

た施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第二項中「前項の場合におい 

て、」とあるのは「法第三十条の十一第三項の規定により市町村から特定子ど 

も・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をした」 

とあるのは「当該市町村及び当該」と、「交付しなければならない。」とあるの 

は「交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付 

認定保護者に係る施設等利用費の額を通知しなければならない。ただし、当該 

特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支援施設等である認定こども 

園、幼稚園若しくは特別支援学校又は法第七条第十項第五号に掲げる事業にお 

いて提供されるものである場合には、当該市町村及び当該施設等利用給付認定 

保護者に対し、特定子ども・子育て支援提供証明書を交付することを要しな 

い。」とする。 

第五十八条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている 

施設等利用給付認定子ども（法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付 

認定子どもをいう。以下同じ。）に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその 

他不正な行為によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようとしたとき 

は、遅滞なく、意見を付してその旨を当該支給に係る市町村に通知しなければ 

ならない。 

第五十九条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信 

条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか 

否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

第六十条 特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員及び管理者 

は、正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はそ 

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由がな 

く、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏ら 

すことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 
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３ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支援 

提供者その他の機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供 

する際には、あらかじめ文書により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設 

等利用給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

第六十一条 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を 

整備しておかなければならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、第五十四条の規定による特定子ども・ 

子育て支援の提供の記録及び第五十八条の規定による市町村への通知に係る記 

録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。 

 

【参照】第 57 条（法定代理受領の場合の読み替え）に基づいて読み替えた文を以下に記す。 

   第五十五条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したときは、施設等 

利用給付認定保護者から、その者との間に締結した契約により定められた特定子ども・子 

育て支援の提供の対価（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。（以下「利用料」と 

いう。）の額から法第三十条の十一第三項の規定により市町村からの支払いを受けた施設等 

利用費の額を控除して得た額を受けるものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける額のほか、特定費 

用の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受けることができる。この場合において、 

特定子ども・子育て支援提供者は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並び 

に理由について書面により明らかにするとともに、施設等利用給付認定保護者に対して説 

明を行い、同意を得なければならない。 

   第五十六条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の支払を受ける際、当該支払 

をした施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。この場合に 

おいて、当該領収証は、利用料の額から法第三十条の十一第三項の規定により市町村から 

支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額と特定費用の額とを区分して記載しなけ 

ればならない。ただし、前条第二項に規定する費用の支払のみを受ける場合は、この限り 

でない。 

２ 法第三十条の十一第三項の規定により市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設 

等利用費の支払を受ける特定子ども・子育て支援提供者は、当該市町村及び当該施設等利 

用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間 

帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必要な事 

項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付し、及び当該施設等利用給付認定 

保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額を通知しなければ 

ならない。 

ただし、当該特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支援施設等である認定こど 

も園、幼稚園若しくは特別支援学校又は法第七条第十項第五号に掲げる事業において提供 

されるものである場合には、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、特定 

子ども・子育て支援提供証明書を交付することを要しない。 
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